
新宿消費生活センター分館案内図

あの手この手で押しかけてくる悪質商法を､あの手この手で防ぎましょう！ぜひ､ご参加下さい｡

だまされないぞ！悪質商法

日時：2017年7月29日(土)13:30～15:30 

場所：新宿区立新宿消費生活センター分館3F

169-0075新宿区高田馬場1-32-10（JR高田馬場･戸山口2分）

13:30～13:35 主催者挨拶 新宿ユネスコ協会 会長 宮崎 冴子

13：35～15：30「だまされないぞ！悪質商法」

阿南久氏（元消費者庁長官､一般社団法人消費者市民社会をつくる会代表理事）

（15:00～15:30 質疑応答）

15:30 閉会のことば

主催：新宿ユネスコ協会

後援：新宿区、新宿区教育委員会、(一社)社会貢献推進国際機構キャリア開発研究所

対象：悪質商法を防止したい方35名､無料

申込：当日、直接会場にお出かけ下さい。

問合せ：新宿消費生活センター(新宿区役所第二

分庁舎３階) 電話０３（５２７３）３８３４

消費者市民社会づくり講座

ユネスコ世界寺子屋運動！

書きそんじハガキ集めます。お持ち下さい

世界で学校に行けない子ども 5,800万人

読み書きできない大人 7億8,100万人

11枚で子どもが１カ月学校に通えます｡


